
大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業

提案書作成要領［様式集（別冊１）］　様式リスト

【様式１－１】 入札説明書等に関する質問書

【様式Ⅱ－10】 要求水準確認チェックリスト

【様式Ⅲ－６－１】 全体年次計画表

【様式Ⅲ－10－１】 セルフモニタリング確認様式（案）



【様式１－１】　入札説明書等に関する質問書
（大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業）

＜記載要領＞

【記入に関する留意点】
〇質問・意見は１行につき１問とし、必要に応じて適宜行コピーのうえ、挿入してください。
〇列の追加・移動、セルの結合は行わないでください。
〇行の幅は（高さ）は記入量により変更してください。
〇一つの項目を対象に複数の質問・意見を行う場合には、各々別の行に記入してください。
〇別々の質問・意見文間の相互参照は行わないでください。
〇「見出し符号」の列は、当該資料の質問・意見箇所が判別できるように記入してください。
　細節に関しては質問・意見箇所が特定できるように、適宜記入してください。
〇文字（日本語）で記載してください。図等の挿入は認められません。

【意見交換内容について】 
　意見交換は、以下①～③のテーマを想定しています。
　また、質問に当たっては、公表済の質問回答の内容を熟読したうえで、対面により確認したい事項に絞って提出してください。
　①　入札説明書等に対する内容確認等について
　②　入札説明書等に関する質問及び回答に対する内容確認等について
　③　守秘義務対象資料等に対する内容確認等について

【提出に関する留意点】
〇エクセル以外のフォーマットに変換しないでください。

〇ファイル名は提出者名としてください。
【その他の留意点】
〇いただいたご質問・ご意見及び局の回答は、原則、全て公表します。
〇選定の公平性を担保するため、個別の回答は控えさせていただきます。
〇守秘義務対象資料等に関する質問等は、資料配付者からのみ受け付けます。
〇守秘義務対象資料等に関する質問への回答は、別途、資料配付者に対し行います。（ホームページでの公表は行いません。）
〇現場確認等に関する質問等は、現場確認実施者からのみ受け付けます。
〇現場確認等に関する質問への回答は、別途、現場確認実施者に対し行います。（ホームページでの公表は行いません。）



【様式１－１－１】　入札説明書等に関する質問書

（大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業）

＜提出者情報＞

提出者名
（商号又は名称）

所在地

所属部署

担当者氏名

電話番号

メールアドレス

※メールアドレスは私用のものではなく社用のものを記載してください。



【様式１－１－２】　入札説明書等に関する質問書 （大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業）

令和８年　月　日

頁 章 節 細節１ 細節２ 細節３

例 入札説明書 5 第３ ３ （２） ア 単体企業で参加する場合 質問 ●●●●

1 入札説明書

2 入札説明書

3 入札説明書

4 入札説明書

5 入札説明書

6 入札説明書

7 入札説明書

8 入札説明書

9 入札説明書

10 入札説明書

11 入札説明書

12 入札説明書

13 入札説明書

14 入札説明書

15 入札説明書

入札説明書（入札参加者の構成及び参加資格要件）に関する質問書

No 資料 見出し符号 項目名 質問・意見



【様式１－１－３】　入札説明書等に関する質問書 （大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業）

令和８年　月　日

頁 章 節 細節１ 細節２ 細節３

1 入札説明書

2 入札説明書

3 入札説明書

4 入札説明書

5 入札説明書

6 入札説明書

7 入札説明書

8 入札説明書

9 入札説明書

10 入札説明書

11 入札説明書

12 入札説明書

13 入札説明書

14 入札説明書

15 入札説明書

入札説明書（入札参加者の構成及び参加資格要件以外）に関する質問書

No 資料 見出し符号 項目名 質問・意見



【様式１－１－４】　入札説明書等に関する質問書 （大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業）

令和８年　月　日

頁 章・別紙 節 細節１ 細節２ 細節３

1
落札者
決定基準

2
落札者
決定基準

3
落札者
決定基準

4
落札者
決定基準

5
落札者
決定基準

6
落札者
決定基準

7
落札者
決定基準

8
落札者
決定基準

9
落札者
決定基準

10
落札者
決定基準

11
落札者
決定基準

12
落札者
決定基準

13
落札者
決定基準

14
落札者
決定基準

15
落札者
決定基準

落札者決定基準に関する質問書

No 資料 見出し符号 項目名 質問・意見



【様式１－１－５】　入札説明書等に関する質問書 （大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業）

令和８年　月　日

頁 章 節 細節１ 細節２ 細節３

1
モニタリング
基本計画

2
モニタリング
基本計画

3
モニタリング
基本計画

4
モニタリング
基本計画

5
モニタリング
基本計画

6
モニタリング
基本計画

7
モニタリング
基本計画

8
モニタリング
基本計画

9
モニタリング
基本計画

10
モニタリング
基本計画

11
モニタリング
基本計画

12
モニタリング
基本計画

13
モニタリング
基本計画

14
モニタリング
基本計画

15
モニタリング
基本計画

モニタリング基本計画に関する質問書

No 資料 見出し符号 項目名 質問・意見



【様式１－１－６】　入札説明書等に関する質問書 （大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業）

令和８年　月　日

頁 条・別紙 項 号 細節

1 基本協定書（案）

2 基本協定書（案）

3 基本協定書（案）

4 基本協定書（案）

5 基本協定書（案）

6 基本協定書（案）

7 基本協定書（案）

8 基本協定書（案）

9 基本協定書（案）

10 基本協定書（案）

11 基本協定書（案）

12 基本協定書（案）

13 基本協定書（案）

14 基本協定書（案）

15 基本協定書（案）

基本協定書(案)に関する質問書

No 資料 見出し符号 項目名 質問・意見



【様式１－１－７】　入札説明書等に関する質問書 （大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業）

令和８年　月　日

頁 編・別紙 章 節 条 項 号

1 事業契約書（案）

2 事業契約書（案）

3 事業契約書（案）

4 事業契約書（案）

5 事業契約書（案）

6 事業契約書（案）

7 事業契約書（案）

8 事業契約書（案）

9 事業契約書（案）

10 事業契約書（案）

11 事業契約書（案）

12 事業契約書（案）

13 事業契約書（案）

14 事業契約書（案）

15 事業契約書（案）

事業契約書(案)に関する質問書

No 資料 見出し符号 項目名 質問・意見



【様式１－１－８】　入札説明書等に関する質問書 （大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業）

令和８年　月　日

頁 章 節 細節１ 細節２ 細節３

1 要求水準書

2 要求水準書

3 要求水準書

4 要求水準書

5 要求水準書

6 要求水準書

7 要求水準書

8 要求水準書

9 要求水準書

10 要求水準書

11 要求水準書

12 要求水準書

13 要求水準書

14 要求水準書

15 要求水準書

要求水準書に関する質問書

No 資料 見出し符号 項目名 質問・意見



【様式１－１－９】　入札説明書等に関する質問書 （大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業）

令和８年　月　日

様式等 頁 節 細節１ 細節２ 細節３

1 作成要領

2 作成要領

3 作成要領

4 作成要領

5 作成要領

6 作成要領

7 作成要領

8 作成要領

9 様式集

10 様式集

11 様式集

12 様式集

13 様式集

14 様式集

15 様式集

提案書作成要領及び様式集に関する質問書

No 資料 見出し符号 項目名 質問・意見



【様式１－１－10】　入札説明書等に関する質問書 （大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業）

令和８年　月　日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

守秘義務対象資料等に関する質問書

No 資料No. ファイル名　及び　シート名 頁 該当箇所 質問・意見



【様式１－１－11】　入札説明書等に関する質問書 （大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業）

令和８年　月　日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

現場確認等に関する質問書

No 対象設備名
施設名又は資料名

（詳細に記載すること）
質問・意見



【様式１－１－12】　意見交換申込書（質問内容） （大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業）

令和８年　月　日

頁 章 節 細節１ 細節２ 細節３

例 入札説明書

例 要求水準書

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

意見交換申込書（質問内容）

No 資料 見出し符号 項目名 質問・意見



【様式Ⅱ－10】

要求水準確認チェックリスト



【様式Ⅱ－10】

章 節 項目 内容

第１ 3 (1) 事業対象設備

(2) 事業者の行う範囲 事業者の行う事業の範囲は、要求水準書表１に示すとおりとする。

4 本事業の実施にあたっ
て遵守すべき関係法令
等

大阪市水道局作成による「業務委託共通仕様書」及び「水道施設工事共通仕様書」（第１編・第２
編・第３編）に準拠すること。
上記仕様書の他、本事業の実施にあたって遵守すべきその他関係法令等を順守すること。なお、仕様
書及び法令等は最新版を使用すること。

第２ 2 (2) 浄水処理方式 浄配水施設の監視制御設備の更新整備にあたっては、これら各浄水処理プロセスにおける既存の制御
内容を満足すること。

3 環境対策 本事業の実施にあたっては、関連法令等を遵守し、環境に配慮した計画の立案・実施に努めること。

4 現行の監視制御設備構
成及び運転管理形態

浄配水施設の監視制御設備の更新にあたっては、これら浄配水施設の運用に影響を与えないよう十分
配慮すること。
なお、本事業において、整備対象範囲の更新に加えて、指揮命令系統の複数拠点化を目的に、総合水
運用センター機能と同様の機能を有するバックアップセンターを他の場所に新たに構築すること。

本事業の対象設備と主な機能は次のとおりとする。
　ア　柴島浄水場浄水管理設備※１※２
　（ア）柴島浄水場浄水施設の監視制御
　（イ）工業用水道東淀川浄水場浄水施設の監視制御
　※１　一津屋取水場通信設備及び柴島浄水場排水処理施設監視制御設備を含む
　※２　浄水施設内の高度浄水処理施設制御設備を除く
　イ　庭窪浄水場監視制御設備※３※４
　（ア）庭窪浄水場浄水施設の監視制御
　※３　庭窪浄水場排水処理施設監視制御設備を含む
　※４　浄水施設内の高度浄水処理施設制御設備及び送水ポンプゲートウェイを除く
　ウ　豊野浄水場浄水管理設備※５※６
　（ア）豊野浄水場浄水施設の監視制御
　※５　浄水施設内の高度浄水処理施設制御設備を除く
　※６　楠葉取水場に設置している監視制御設備は除く（ただし、ＩＴＶ設備のみ更新対象）
　エ　配水管理設備Ⅰ
　（ア）柴島浄水場配水施設の監視制御
  （イ）工業用水道東淀川浄水場配水施設の監視制御
  （ウ）出先配水施設※７の遠隔監視制御
　※７　上水道配水施設４箇所（大淀配水場、大手前配水場、真田山加圧ポンプ場、
　　　　北港加圧ポンプ場（ただし、工業用水道ポンプ及び舞洲給水塔を含む）及び
　　　　工業用水道配水施設２箇所（桜宮配水場、鶴見配水場）
　オ　配水管理設備Ⅱ
　（ア）出先配水施設※８の遠隔監視制御
　※８　上水道配水施設７箇所（巽配水場、城東配水場、住吉配水場、住之江配水場、
　　　　長居配水場、咲洲配水場、泉尾配水場）
　カ　総合水運用システム
　（ア）市内全域の水需要予測
　（イ）浄配水施設の一元管理
　（ウ）柴島浄水場、庭窪浄水場、豊野浄水場の遠隔監視
　（エ）浄配水施設※９のＩＴＶカメラシステム
　※９　浄配水施設（出先配水施設を含む）の電気室、ポンプ室等
　キ　配水情報システム※10※11※12
　（ア）市内配水情報の遠隔監視
　※10　水道センター等の配水情報提供装置端末を含む。
　※11　事務系情報システムサーバは除く。
　※12　配水テレメータ発信局は除く。
　ク　水質情報システム※13
　（ア）市内水質情報の遠隔監視
　※13　水質テレメータ発信局は除く。

要求水準確認チェックリスト
要求水準

提案概要・参照様式 確認欄
細節



【様式Ⅱ－10】

章 節 項目 内容

要求水準確認チェックリスト
要求水準

提案概要・参照様式 確認欄
細節

5 (1) 事業計画書の作成 次に示す計画書をモニタリング基本計画に定める期日までに市に提出し、承認を得ること。
なお、各計画書の作成にあたっては、最新の状況を踏まえ、要求水準に適合するための手法等を盛り
込むこと。各計画書の内容については、あらかじめ市と協議の上、決定すること。
また、災害の発生や予期せぬ社会環境の変化等に応じて各計画書を見直す必要が生じた場合は、見直
しの着手時期を含め、あらかじめ市と協議の上、各計画書の内容を決定すること。
ア　全体事業計画書
事業者は、事業期間全体の計画として、事業者の選定手続きにおいて市に提出した技術提案書を踏ま
え、本事業実施にあたっての体制、実施計画等に関する基本的な考え方を記載した事業計画書を入札
公告時に示すモニタリング基本計画に定める期日までに市に提出し、承認を得ること。
イ　単年度事業計画書
事業年度１年間の詳細計画として、アで示す全体事業計画書及び事業進捗状況（（２）の事業報告
書）を踏まえ、実施する業務の計画やその具体的な内容、セルフモニタリング実施計画、技術提案書
で提案した内容の履行予定等を記載すること。

(2) 事業報告書に関する事
項

要求水準書第２－５（１）の事業計画書に対する履行状況等をとりまとめ、次に示す事業報告書を入
札公告時に示すモニタリング基本計画に定める期日までに市に提出し、確認を得ること。
なお、事業報告書の内容については、あらかじめ市と協議の上、決定すること。
ア　中期事業報告書
全体事業計画書に対する、事業開始から５事業年度末までの期間における業務の進捗状況や課題、及
びこれらを踏まえた当該報告書の提出日以降翌５事業年度末までの中長期的な取組の方向性等につい
て総括的に記載すること。
イ　単年度事業報告書
事業計画書に対する履行状況を記載するとともに、当該年度末における進捗状況や予定されていた当
該年度の状況と相違が生じた場合は原因の分析を行い、これを踏まえて、当該報告書の提出日以降の
短期的な取り組みの方向性等について記載すること。
ウ　月次業務報告書
単年度事業計画書に対する進捗状況を記載すること。

(3) 実施体制の確保 本事業における業務の遂行にあたっては、要求水準書第２－５（１）の事業計画書に基づく事業実施
が可能な下記の条件を満たす実施体制を構築すること。
ア　各業務の責任者の一元的な調整に加え、業務全体を管理する統括責任者を配置すること。
イ　統括責任者は、受注者（複数で構成されている場合は、代表する法人）と直接雇用関係にある者
から選任することとし、事業期間中、市との連絡体制を確保すること。
ウ　計画、設計、施工、維持管理をはじめとする本事業の実施体制が、確実かつ機能的な体制となっ
ており、業務全体の進捗を管理するセルフモニタリング体制及び方法が明確となっていること。
エ　業務の遂行に適した能力を有する者が適切に配置されていること。
オ　市があらかじめ示した対象設備の整備について、設計業務を安定的かつ高い信頼性をもって履行
できる設計体制となっていること。
カ　事業計画書で定めた工事内容及び工期に基づき、施工業務を円滑かつ高品質で行うことができる
工事施工体制となっていること。
キ　事業計画書で定めた維持管理内容に基づき、浄配水施設運用に配慮した維持管理を円滑に行うこ
とができる維持管理体制となっていること。

(4) 市所管業務等への協
力・協働に関する事項

予算の編成及び決算説明書の調整等、本事業に関連して市が行う業務について、市の求めに応じて必
要となる資料や情報を速やかに作成の上、提出すること。

第３ 1 (1) ア 事前調査 必要に応じて自らの責任及び費用において、本事業に必要な各種調査を行うこと。

イ 各種調査等を行う場合は、発注者と事前に打合せを行うこと。

(2) ア 設計に関する一般事項 設計業務（実施設計）は、大阪市水道局作成による以下の各共通仕様書等に基づいて、履行しなけれ
ばならない。
　　業務委託共通仕様書
　　水道施設工事共通仕様書（第１編～第３編）
また、適用する仕様書は掲載ページの最新版の使用を基本とし、仕様書の変更・差替については、
「仕様書」掲載ページのリンク「変更・差替え」内に掲載しているので参照しなければならない。

イ 要求水準書を基に、設計・施工内容に関する詳細事項の検討及び確認並びに実施設計図書の作成を行
い、発注者の承認を受けた後、実施設計図書を発注者に提出すること。
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章 節 項目 内容

要求水準確認チェックリスト
要求水準

提案概要・参照様式 確認欄
細節

(2) ウ 設計に関する一般事項 設計業務の履行にあたり、設計業務全体を統括する技術者（以下「管理技術者」という。）、設計業
務について照査を行う技術者（以下「照査技術者」という。）を配置すること。
技術者は、事業者の提案内容に基づき、法的に必要とされる資格を有する者であること。

(3) ア 施工業務に関する一般
事項

施工業務は、大阪市水道局作成による以下の共通仕様書等に基づいて、履行しなければならない。
　　水道施設工事共通仕様書（第１編～第３編）
また、適用する仕様書は掲載ページの最新版を使用しなければならない。

イ 実施設計図書について発注者の承認を得た後、本施設の施工を行うこと。
なお、実施設計図書は事業対象設備単位で提出するものとし、各々の承認後に対象設備の施工を浄配
水施設運用へ影響を生じないよう進めること。

2 (1) ア （ア） 設計に関する要求水準 次の各項目を念頭におきシステムを設計すること。
Ａ　システム全体として、運転管理の統一性を図ること。
Ｂ　ネットワーク異常や連系する制御装置、システムの異常時にも分散制御機能が継続でき、フェイ
ルセーフに基づく制御機能を具備するなど自律性を備えた制御機能により、信頼性の高いシステムと
すること。
Ｃ　高効率な運転制御を行うことにより、省エネルギー化が可能なシステムとすること。
Ｄ　ライフサイクルコストを抑えた経済性が高いシステムとする。
Ｅ　監視制御設備の追加、変更に容易に対応できる柔軟性を有するとともに、機能拡張等に対応可能
なシステムとすること。

（イ） システム更新にあたっては、既設機能及び構成を十分に理解、把握し、現行の機能を満足するととも
に、システムの冗長化については不具合等発生時においても通常運用に影響を及ぼさないなど、現行
と同等以上の構成とすること。

（ウ） システムの構築にあたっては、現行どおり閉域ネットワークで構築かつ当局施設以外からのアクセス
を不可とすることで、セキュリティの安全性を確保すること。

（エ） システム設計にあたっては、各浄水プロセスにおける制御機能について、可能な限り統一を図るこ
と。

（オ） 市では、柴島浄水場、庭窪浄水場及び豊野浄水場浄水管理、配水管理、総合水運用、排水処理、配水
情報管理、水質情報管理をそれぞれ分けて運用しているため、システム構築にあたっては、これら運
用状況を踏まえた適正な施設配置、構成となるよう、台数選定や機器配置を行うこと。なお、施設配
置等の検討にあたっては、点検動線や維持管理スペースの確保等、浄配水施設運用へ影響を与えない
よう十分配慮すること。

（カ） 本事業で構築する通信ネットワーク網に接続される通信装置のネットワーク管理（ＩＰアドレス等の
管理及び異常時監視等）を行うこと。

（キ） 本事業で構築するシステムについては、あらかじめ設定した許可リストに基づくソフトウェアのアク
セス制御を実施する等の方法により、セキュリティ対策を実施すること。

（ク） 浄配水施設の設備更新等に伴うソフトウェア等の改造時においても、遠隔制御元からの遠隔監視制御
を可能とすること。

（ケ） 柴島浄水場、庭窪浄水場の排水処理施設のＰＬＣを含む現場制御盤の更新にあたっては、ハードウェ
アで構築する現場制御盤機能とソフトウェアで構成する入出力機能、連動制御機能を分離した設備構
成とすること。また、監視操作機器の更新にあたっては、現行同様に施設運用状況が把握できる構成
を確保しつつ、運転管理や維持管理上効率的な構成とすること。なお、ＶＤＴ監視装置を採用する場
合は、表示モニタを併設すること。モニタの詳細の仕様については、発注者と協議のうえ決定する。

（コ） 施設の信頼性、安全性を確保するために制御電源、計装電源及び監視制御装置電源として、無停電電
源装置を設置すること。無停電電源設備は耐久性の高い設備とし、設置環境の良好な電気室、制御機
器室等に設置すること。また、万一の故障が発生した場合においても電源供給を継続可能とする切替
回路を具備すること。なお、停電補償時間は10分間とする。

（サ） 制御装置、無停電電源設備等の設置にあたっては、設置場所における電気設備の熱負荷計算を実施
し、必要に応じて空気調和設備を設置または更新すること。

イ （ア） 監視制御機能としては、施設運転に必要な運転故障表示、計測信号及び中央からの運転・停止、設定
値入力、故障・運転管理履歴等の確認ができるものとすること。

（イ） 機能分散については次のとおりとする。
監視装置と制御装置は、監視操作と制御の機能を明確に分担するとともに、各制御装置については他
の制御装置と通信不能となった場合においても独立して機能の実行が可能なこと。
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章 節 項目 内容

要求水準確認チェックリスト
要求水準

提案概要・参照様式 確認欄
細節

(1) イ （ウ） 設計に関する要求水準 ハードウェア構成については次のとおりとする。
Ａ　浄配水施設の監視装置は浄配水施設の運用に必要な台数を設置するものとし、市の運用系統ごと
に２台以上設置すること。
Ｂ　各浄水場における水運用計画機能を有する情報処理設備の更新にあたっては、各浄水場への分散
設置又は総合水運用センターへの集中設置どちらも可能とするが、信頼性、経済性を考慮した合理的
な配置計画とすること。
Ｃ　制御装置については、ＣＰＵ及び通信部、電源部等の２重化構成により構築すること。また、制
御装置（入出力機能含む）異常時及び保守点検時においても当該制御装置から独立した構成とする
バックアップ制御装置の設置等により、監視操作及び通常の自動制御が継続できるよう構築するこ
と。なお、バックアップ対象信号は全数とする。
Ｄ　制御装置については、本事業における入出力点数の10%を目安として、実装予備を設けるととも
に、将来の拡張性に配慮した構成とすること。

（エ） 電源喪失時、短時間で電源供給が復旧した場合は、自動起動し監視操作を可能とすること。なお、そ
の際は不要な操作出力を出さずに設備が現状維持するよう構築すること。

（オ） 現在、配水施設を管理している配水管理設備Ⅰ及びⅡは更新に合わせてシステムの統合を図ること。

（カ） 配水情報システム及び水質情報システムは、更新に合わせてシステムを統合すること。
なお、更新後は柴島浄水場と水道局庁舎の２箇所に情報処理装置を設置するものとし、システムはそ
れぞれ冗長化を図ること。
なお、配水テレメータ発信局と水質テレメータ発信局からの信号はＶＰＮ回線及び無線回線を経由
し、各々の情報処理装置に対して取込むこと。

（キ） 配水情報、水質情報の情報処理端末は水道局庁舎及び水質試験所に各々４台以上設置すること。

（ク） 柴島浄水場浄水管理設備のうち一津屋取水場通信装置の更新にあたっては、通信回線を現状のアナロ
グ回線（２重化）からＶＰＮ回線（２重化）へ変更を行うため、通信回線の変更を考慮した設計を行
うこと。

（ケ） 総合水運用センターに設置している大画面表示装置については同等以上の装置へ更新すること。その
他の場所に設置している大画面表示装置及び水質試験所の表示モニタについては、撤去したうえで新
たに表示モニタを各々の箇所に設置すること。なお、モニタの詳細の仕様については、発注者と協議
のうえ決定する。
なお、撤去に伴う開口部の閉塞及び建屋補修は本事業範囲とする。

（コ） ＩＴＶカメラ及びマイクについては、守秘義務対象資料に示す範囲について現行と同等以上のものへ
更新するとともに、ＩＴＶカメラは次の目的を満たす箇所へ新たに設置すること。なお、詳細の設置
場所については発注者と協議のうえ決定する。
Ａ　追加設置目的
（Ａ）浄配水施設における排水ピット等の状態監視
（Ｂ）凝集沈澱池開放池面の監視（沈澱池出口）
Ｂ　追加設置場所
（Ａ）柴島浄水場、庭窪浄水場、豊野浄水場、大手前配水場、長居配水場、咲洲配水場、泉尾配水場
（Ｂ）柴島浄水場、庭窪浄水場、豊野浄水場
Ｃ　追加設置台数
（Ａ）30台程度
（Ｂ）15台程度

(2) ア 施工に関する要求水準 監視制御設備は、機能停止できない重要な設備であるため、施工にあたっては事前に現場調査を十分
に行い、浄配水施設運用等に支障を与えないよう十分に施工手順を検討すること。

イ 施工段階において、事故及び故障が発生した場合に、６時間以内に必要な技術者の参集、部品の調
達、その他復旧に必要な措置ができる緊急時管理体制を確立すること。
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章 節 項目 内容

要求水準確認チェックリスト
要求水準

提案概要・参照様式 確認欄
細節

(2) ウ （ア） 施工に関する要求水準 本事業で必要なケーブル（新設機器間及び現場設備からの信号入出力用等）、ケーブル配管、ケーブ
ル敷設部材、支持材、配線ピット、盤の基礎、監視操作デスク等は本事業範囲とする。ただし、ケー
ブル及び関連する配管等の工事は、別途契約書（案）で示す既設設備の更新期限の対象外とする。
なお、現場設備からの信号入出力用ケーブルについては、事業期間中の安定運用に必要なものとし
て、各事業対象設備の維持管理期間終了までに当局更新基準（経過年数25年）を超過するものを更新
とし、それ以外のものについては、流用を可能とする。ただし、既設流用したケーブルについて異常
が発生した場合には、速やかに事業者の負担で取替え等の復旧対応を行うこと。
また、本事業にて不要となる既設機器、ケーブル、ケーブル配管、ケーブル敷設部材、支持材、盤の
基礎、監視操作デスク等の撤去も本事業に含むものとし、撤去品の処分も本事業範囲とする。

（イ） ＶＤＴ監視装置、制御装置等の設置場所については、発注者と十分に協議のうえ、浄配水施設の運転
管理、維持管理等に影響を生じない場所へ設置すること。

（ウ） 機器の設置及び配管工事等の施工にあたって必要となる建築物への影響については十分に確認を行
い、補強等が必要な場合は本事業範囲とする。

エ （ア） 柴島浄水管理、庭窪監視制御、豊野浄水管理、配水管理の各々の切替にあたっては、浄配水運用の観
点から基本的には輻輳しないよう実施すること。
ただし、設備切り替えの準備として実施する配線工事や機器設置等、市と協議のうえ認めた範囲の作
業は可能とする。

（イ） 運転管理は市が行うことから、システム切替にあたり必要となる研修を都度実施すること。

(3) ア （ア） 新たに構築する機能に
関する要求水準

バックアップセンターは、災害対策機能の強化として、総合水運用センターに構築されているシステ
ムと同等の機能を新たに市が指定する他の場所に構築すること。

（イ） バックアップセンターは、総合水運用センターと同等の機能を構築するものとし、同機能を構築する
ために必要な制御機器等を設置すること。また、制御機器設置スペースには機器の発熱量に応じた空
気調和設備を新設すること。

（ウ） 構築する主な機能は次のとおりとする。
　Ａ　配水管理設備Ⅰ※16
　Ｂ　配水管理設備Ⅱ※16
　Ｃ　柴島浄水場の遠隔監視制御※17（遠隔制御元：バックアップセンター）
　Ｄ　庭窪浄水場の遠隔監視制御※17（遠隔制御元：バックアップセンター）
　Ｅ　豊野浄水場の遠隔監視制御※17（遠隔制御元：バックアップセンター）
　Ｆ　総合水運用システムの遠隔監視制御※17（遠隔制御元：バックアップセンター）
　※16　総合水運用センターのシステムと同等の機能を構築する。
　※17　監視制御機能を構築する。

（エ） 構築に関する主な施工条件は次のとおりとする。
Ａ　部屋の大きさの概要は、縦12m×横4m×高さ3mの空間とする。なお、当該部屋は天井配線が可能
な空間となっている。
Ｂ　電源については、別室より給電を行うものとし、電源ケーブルの布設は受注者にて行うこと。な
お、電源からの距離は、水平距離約50m（天井配線可能）程度である。
Ｃ　他の場所と通信するためのネットワーク網に接続する通信装置は、別室に設置している。通信
ケーブルの布設は受注者にて行うこと。なお、距離等の条件は、上記Ｂと同様である。

イ 本事業の更新対象設備の遠隔監視を行える監視端末を追加設置すること。
なお、設置場所及び設置台数は次のとおりとする。
（ア）総合水運用センター　１台以上
（イ）水道局庁舎　２台以上
（ウ）柴島浄水場（水質試験所を含む）　３台以上
（エ）庭窪浄水場　２台以上
（オ）豊野浄水場　２台以上
（カ）バックアップセンター　１台以上

ウ 配水テレメータ発信局と水質テレメータ発信局の通信回線について、現状の有線回線に加えて、本事
業に合わせて無線通信を導入するため、本事業のシステムで無線通信による発信局からの信号取込み
を可能とすること。なお、各発信局側の無線設備は別途工事で設置するため本事業の対象外とする
が、無線設備設置に伴う試験調整及びネットワーク管理については本事業に含む。
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要求水準確認チェックリスト
要求水準

提案概要・参照様式 確認欄
細節

(3) エ 新たに構築する機能に
関する要求水準

本事業で設置する監視制御システムについて、別途民間企業と共同研究を行った新技術等に対して、
汎用インターフェースにより状態信号、計測信号、故障信号、履歴情報等を出力できる機能を構築す
ること。基本的にはリアルタイム（瞬時）通信までは求めない想定のため、短周期（数秒～数分程
度）でのデータ伝送を情報系ＬＡＮ側から出力可能な環境を構築することを想定している。
新技術の導入可否及び詳細の仕様等については市より別途指示する。この新技術の導入は市が別途発
注により構築する予定であるため、本事業の対象外とする。

(4) ア 性能確認に関する要求
水準

施設整備の内容が、要求水準及び提案内容に適合しているかの性能確認とコスト管理を、事業者自ら
行うこと。

（ア） 要求水準の項目及び内容に応じて、確認の時期（実施設計段階及び施工段階等）、確認を行う者（設
計者、施工者等）、確認の方法（図面、施工内容等）を記載した「要求水準確認計画書」を作成し、
実施設計着手時と施工着手時、その他必要な時期に市に提出し、確認を受けること。

（イ） 要求水準確認計画書に沿って、設計及び施工における要求水準等への適合に関する実施状況を反映さ
せた、「要求水準確認報告書」を作成し、市に確認を受けること。

イ 性能試験の実施に際しては、本事業にて更新改良及び新設した設備の性能が、要求水準に記載する能
力に適合することを、試験データ等をもとに市に対して説明を行い、確認を受けること。
試運転及び性能試験に伴い発生する費用は事業者の負担とする。

3 (1) ア （ア） 既設設備との取り合い
に関する条件

柴島浄水場及び庭窪浄水場における、浄水場管理設備と浄水施設内の高度浄水処理施設制御設備との
取り合いは、ＦＬ－ｎｅｔによる通信取り合いとすること。

（イ） 豊野浄水場における、浄水場管理設備と浄水施設内の高度浄水処理施設制御設備との取り合いは、Ｐ
Ｉ／Ｏ取り合いとすること。

イ （ア） 巽配水場、大淀配水場、長居配水場、工業用水道鶴見配水場および工業用水道桜宮配水場について
は、事業期間中に別途工事によりＶＰＮ回線への切替を予定しているため、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ通信取
り合いとする。

（イ） 上記以外の配水場については、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ通信取り合いとする。

ウ 庭窪浄水場監視制御設備と浄水施設内の送水ポンプゲートウェイとの取り合いは、ＦＬ－ｎｅｔによ
る通信取り合いとする。

エ 庭窪浄水場浄水管理設備と守口市との取り合いは、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ通信取り合いとする。（送水関
連データ送受信）

オ 豊野浄水場浄水管理設備と楠葉取水場監視制御設備との取り合いは、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ通信取り合い
とする。

カ 豊野浄水場浄水管理設備と城東配水場通信装置との取り合いは、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ通信取り合いとす
る。

キ 配水情報システムと事務系情報システムサーバとの取り合いは、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ通信取り合いとす
る。

ク 配水情報システム及び水質情報システムとテレメータ発信局との取り合いは、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ通信
取り合いとする。

ケ 柴島浄水場浄水管理設備と国土交通省との取り合い（取水量送信）は、無線通信による取り合いとす
る。
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章 節 項目 内容

要求水準確認チェックリスト
要求水準

提案概要・参照様式 確認欄
細節

(2) ア 施工中における既設設
備との取り合いに関す
る条件

各対象設備は、現状、各々の対象設備間でデータの取り合いを行っているため、更新にあたっては、
その都度、既設設備との取り合いに考慮した切替を行うこと。
なお、取り合いは第３－３（１）のとおりである。
既設設備との接続に必要な設備構築及び試験調整等は本事業範囲とし、各対象設備の切り替えに併せ
て必要となる既設設備の改造については、別途工事とする。
切替に必要となる既設設備の改造範囲及び改造時期については事業者の提案内容を基に発注者に申し
入れを行うこととするが、詳細については、発注者と協議の上決定する。また、提案にあたっては、
既設設備改造範囲が最小限となるよう検討し発注者に提案すること。

(3) 本事業で更新する監視
制御設備への機能追加
に関する条件

事業期間中に別途市が行う浄配水施設の設備更新等に伴って必要となる本事業対象設備のソフトウェ
アの改造等については、技術提案時に示された改造費用に基づいて、別途発注を行う。

第４ 1 維持管理に関する一般
事項

維持管理は、大阪市水道局作成による以下の各共通仕様書等に基づき実施しなければならない。な
お、実施にあたっては、発注者と協議のうえ適用範囲を決定する。
　　業務委託共通仕様書
また、適用する仕様書は掲載ページの最新版を使用することとし、仕様書の変更・差替については、
「仕様書」掲載ページのリンク「変更・差替え」内に掲載しているので参照しなければならない。

2 (1) 業務分担 事業者の維持管理業務は、更新及び新設する設備の保守点検業務とすること。
保守点検業務の内容は、別途開示資料に示す「点検整備項目表」及び「大阪市水道局電気・機械設備
点検整備基準」に基づくものとするが、事業者からの技術提案により、点検修繕頻度を減らす有効な
提案があり、発注者が認めた場合に限り、事業者の提案内容にて実施しても構わない。ただし、大阪
市水道局自家用電気工作物保安規程で定めた「巡視点検及び測定の基準」は遵守しなければならな
い。

(2) 維持管理の範囲 維持管理の範囲は、次のとおりとする。
ア　本事業にて更新改良及び新設した設備の全て。ただし、大阪市水道局自家用電気工作物保安規程
で定めた「巡視点検及び測定の基準」の日常巡視点検は対象外とする。
イ　事業対象設備の全て

(3) 維持管理の期間 各設備引き渡し後から15年間とすること。

3 (1) 維持管理体制 事故及び故障が発生しないよう維持管理計画を立案し、それを実施できる体制を確立すること。

(2) 緊急時連絡体制 維持管理業務において、事故及び故障が発生した場合に、６時間以内に必要な技術者の参集、部品の
調達、その他復旧に必要な措置ができる緊急時管理体制を確立すること。

(3) 発注者からの依頼によ
る監視制御設備の故障
修理等の作業（24時間
オンコール体制）

当該設備について、発注者から故障修理等の依頼を受けた時には、速やかに（発注者が認める場合を
除き、概ね２時間以内）技術者を現地に派遣し、適切な処置を講ずること。なお、故障原因を究明す
るとともに修理方法について迅速に報告すること。

4 維持管理の要求水準 各々の設備の施工完了後から15年間の維持管理期間中、設置した各設備について、能力を維持するよ
う、保守点検を実施し、必要に応じて修繕や取替等を行うこと。特に電気設備については、大阪市水
道局自家用電気工作物保安規程に基づく保守管理を行うとともに、システムの保守点検等にあたって
は、セキュリティを十分確保すること。
なお、各設備における維持管理期間終了時の引渡しに際しては、対象となる全ての施設が通常の施設
運営を行うことができる機能を有し、著しい損傷及び劣化が少ない状態とすること。

5 維持管理計画の策定 本業務を実施するにあたって、維持管理業務等の内容を網羅した各種計画書等を指定された時期まで
に作成し、発注者の確認を得ること。

(1) 工事完了前 事業対象設備ごとに工事完了後から維持管理終了日までの期間を通じた業務遂行に必要な以下の事項
を記載した維持管理業務計画書を発注者へ提出すること。
　ア　実施方針
　イ　人員体制
　ウ　品質管理体制
　エ　保全管理計画
　オ　緊急時の対応
　カ　その他必要な事項
なお、維持管理業務計画書については、期間中の関連部品の改廃などのやむ負えない事情があり、市
が認める場合においてはその変更を可能とする。
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章 節 項目 内容

要求水準確認チェックリスト
要求水準

提案概要・参照様式 確認欄
細節

(2) 各年度の前年度末 各年度１年間の年間維持管理業務計画書を発注者へ提出すること。
主に年間を通じた基本的事項、スケジュールを把握できるように作成するものとし、年間維持管理計
画書には、以下の内容を記載すること。
　ア　人員体制
　イ　保守点検計画
　ウ　修繕実施計画
　エ　緊急時の対応
　オ　その他必要な事項

6 (1) 維持管理に関するその
他の留意事項

維持管理期間終了時において、対象とする全ての施設が要求水準書で提示した性能を発揮できる機能
を有した状態で、発注者に引き渡しを行うこと。

第５ 事業者が発注者に対し
て行う報告に関する事
項

維持管理期間中に実施した点検・補修記録・故障履歴等を作成し、各年度末に当該年度の状況につい
て取りまとめたうえで、発注者へ報告すること。
なお、報告の様式等は事業者の提案により定めるものとする。

※A4版・横　枚数制限なし

※提案概要・参照様式欄には要求水準の内容に対する提案の概要を示し、提案書類の記載箇所（ページ番号等）を明確にし、様式を参照する場合は様式番号を記載すること。

※確認欄には、要求水準への対応として確認できた項目に、〇印を記載すること。



【様式Ⅲ-６-１】全体年次計画表

（単位：千円）

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目

令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度 令和18年度 令和19年度

設計業務費

柴島浄水場浄水管理設備

庭窪浄水場監視制御設備

豊野浄水場浄水管理設備

配水管理設備Ⅰ

配水管理設備Ⅱ

総合水運用システム

配水情報システム

水質情報システム

バックアップセンター機能

ＳＰＣ経費（ＳＰＣの場合のみ）

施工業務費

柴島浄水場浄水管理設備

庭窪浄水場監視制御設備

豊野浄水場浄水管理設備

配水管理設備Ⅰ

配水管理設備Ⅱ

総合水運用システム

配水情報システム

水質情報システム

バックアップセンター機能

ＳＰＣ経費（ＳＰＣの場合のみ）

柴島浄水場浄水管理設備

庭窪浄水場監視制御設備

豊野浄水場浄水管理設備

配水管理設備Ⅰ

配水管理設備Ⅱ

総合水運用システム

配水情報システム

水質情報システム

バックアップセンター機能

ＳＰＣ経費（ＳＰＣの場合のみ）

12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 21年目 22年目 23年目 24年目 25年目 26年目

令和20年度 令和21年度 令和22年度 令和23年度 令和24年度 令和25年度 令和26年度 令和27年度 令和28年度 令和29年度 令和30年度 令和31年度 令和32年度 令和33年度 令和34年度

柴島浄水場浄水管理設備

庭窪浄水場監視制御設備

豊野浄水場浄水管理設備

配水管理設備Ⅰ

配水管理設備Ⅱ

総合水運用システム

配水情報システム

水質情報システム

バックアップセンター機能

ＳＰＣ経費（ＳＰＣの場合のみ）

※　消費税、地方消費税を除いた額を記入してください。

※　４月～翌年３月の１年間の費用を記入してください。

※　金額は、千円未満は切捨てで記入してください。

※　Microsoft社製Excel（Windows版）のファイル形式で提出してください。

維持管理業務費　計

合計

区分 項目
小計

（12～26年目）
合計

維持管理業務費

施工業務費　計

設計・施工業務費　合計

維持管理業務費

維持管理業務費　計

合計

全体年次計画表

区分 項目
小計

（1～11年目）

設計業務費　計
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④　単年度事業報告書提出時

第２ 5 (2) 事業報告書に関する事
項

□ 単年度事業報告書は、事業計画書に対する履行状況等を正確に記載して
いるか。
□ 当該年度末における累計の進捗状況や事業全体の収支の実績が、全体事
業計画書で予定されていた当該年度の状況と相違している場合は原因分析
を行い、これを踏まえて当該報告書の提出日以降の短期的な取り組み等の
方向性について記載しているか。

第３
第４

2
4

(1)
－

情報セキュリティ対策
に関する事項

□ 本事業の情報セキュリティ対策として、関係法令等を遵守しているか。
単年度事業報告書

各事業年度の末日から
３か月以内

１回/年

第１ 4 － 共通仕様書に基づく業
務履行

□　適切な施工をするとともに、検査等も適切に行っているか。

単年度事業報告書
各事業年度の末日から
３か月以内

１回/年 ２回/年 ※

3 (2) 工法の選定 □ （例）▲▲▲について、●●●しているか。
■■■の検討資料

各事業年度の末日から
３か月以内

１回/年 １回/年 追加

□ （例）▲▲▲について、●●●しているか。
■■■の資料

各事業年度の末日から
３か月以内

１回/年 １回/年 追加

セルフモニタリング確認様式（案）

要求水準書

事業者の確認項目 市に提出する書類 市に提出する時期
市への

提出頻度

事業者による
セルフモニタリング

実施頻度

事業者における確認者 事業者による評価

備考
章 節 細節 項目等 １次 ２次 ３次

実施
年月日

セルフモニタ
リング結果

評価の
根拠

単年度事業報告書
各事業年度の末日から
３か月以内

１回/年

【セルフモニタリング確認様式　記載要領】

２ 記載要領

　入札参加者は、「様式（案）」中の「事業者によるセルフモニタリングの実施頻度」及び「事業者における確認者」、「備考」欄へ記入等をしてください。

（１）「事業者によるセルフモニタリングの実施頻度」欄

　「市への提出頻度」を基準に記入してください。実施頻度を市への提出頻度より増やす場合は、「備考」欄で「※」を選択し、該当セル全体に黄色でマーカをしてください。

（２）「事業者における確認者」欄

　３次の確認者まで設けていますが、全ての項目に対して、３次までの確認を求めているものではありません。２次までの確認で終える場合は、３次の欄に「－」を記入してください。

（３）確認項目や提出書類を追加する場合

　該当する要求水準の確認項目の下に行を追加のうえ、確認項目又は提出書類を記入し、「備考」欄で「追加」を記入し、該当セル全体に黄色でマーカをしてください。

（４）「事業者による評価」欄

　提案時点では記入せず、空白としてください。

実施頻度を市への提出頻度

より増やす場合

提出書類を追加提案する場合

確認項目を追加提案する場合

提案書作成要領［様式集］様式Ⅲ-10に記載の「セルフモニタリング確認様式 作成要

領」を踏まえて作成して下さい。

※記入例
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①　全体事業計画書の案提出時

第２ 5 (1) 事業計画書に関する事
項

□ 全体事業計画書の案は、技術提案書を踏まえ、実施体制、全体収支計
画、セルフモニタリング実施計画、業務実施の基本的な考え方のほか、市
が必要と認める資料等を記載しているか。

全体事業計画書の案
令和９年11月末日
まで

１回/26年

(3) 実施体制に関する事項 □ 各業務の責任者の一元的な調整に加え、業務全体を管理する統括責任者
を配置しているか。

□ 統括責任者は、受注者（複数で構成されている場合は、代表する法人）
と直接雇用関係にある者から選任しているか。また、事業期間中、市との
連絡体制を確保するものとしているか。

□ 計画、設計、施工、維持管理をはじめとする本事業の実施体制が、確実
かつ機能的な体制となっており、業務全体の進捗を管理するセルフモニタ
リング体制及び方法が明確となっているか。

□ 業務の遂行に適した能力を有する者が適切に配置されているか。

□ 市があらかじめ示した対象設備の整備について、設計業務を安定的かつ
高い信頼性をもって履行できる設計体制となっているか。

□ 事業計画書で定めた工事内容及び工期に基づき、施工業務を円滑かつ高
品質で行うことができる工事施工体制となっているか。

□ 事業計画書で定めた維持管理内容に基づき、浄配水施設運用に配慮した
維持管理を円滑に行うことができる維持管理体制となっているか。

第３ 1 (2) 財務に関するモニタリ
ング

□ 本事業の達成見込みや財務状況の見通しは、妥当なものとなっている
か。

全体事業計画書の案
令和９年11月末日
まで

１回/26年

セルフモニタリング確認様式（案）

要求水準書

事業者の確認項目 市に提出する書類 市に提出する時期
市への

提出頻度

事業者による
セルフモニタリング

実施頻度

事業者における確認者 事業者による評価

備考
章 節 細節 項目等 １次 ３次

実施
年月日

セルフモニタ
リング結果

評価の
根拠

事業体制図及び各責任者一覧表
令和９年11月末日
まで

１回/26年
変更時

２次

モニタリング基本計画（案）

事業者の確認項目 市に提出する書類 市に提出する時期
市への

提出頻度章 節 細節 項目等 １次
評価の
根拠

事業者による
セルフモニタリング

実施頻度

事業者における確認者 事業者による評価

備考
２次 ３次

実施
年月日

セルフモニタ
リング結果

1



【様式Ⅲ－10－１】

②　単年度事業計画書の案提出時

□ 単年度事業計画書の案は、全体事業計画書及び事業進捗状況を踏まえ、
実施体制構築に関する具体的取組、収支計画、達成すべき目標、セルフモ
ニタリング実施計画、技術提案書で提案した内容を含む事業年度１年間の
計画になっており、市が必要と認める資料等を記載しているか。

□ 単年度事業計画書の案は、事業報告書などの最新の状況を反映している
か。

第３
第４

2
4

(1)
－

情報セキュリティ対策
に関する事項

□ 本事業の情報セキュリティ対策として、関係法令等を遵守した計画を立
案しているか。

単年度事業計画書の案

（事業開始年度）
令和９年11月末日まで
（３事業年度目以降）
当該事業年度の前事業
年度の２月末日まで

１回/年

□ 本事業の達成見込みや財務状況の見通しは、各事業計画上の収支と実績
の差異について分析が行えているか。

□ 収支に差異が生じている場合、それを踏まえた事業の見通し評価や改善
策の検討を行い、反映できているか。

セルフモニタリング確認様式（案）

要求水準書

事業者の確認項目 市に提出する書類 市に提出する時期
市への

提出頻度

事業者による
セルフモニタリング

実施頻度

事業者における確認者 事業者による評価

備考
章 節 細節 項目等 １次 ２次 ３次

実施
年月日

セルフモニタ
リング結果

評価の
根拠

第２ 5 (1) 事業計画書に関する事
項

単年度事業計画書の案

（事業開始年度）
令和９年11月末日まで
（３事業年度目以降）
当該事業年度の前事業
年度の２月末日まで

１回/年

事業者における確認者 事業者による評価

備考
章 節 細節 項目等 １次 ２次

モニタリング基本計画（案）

事業者の確認項目 市に提出する書類 市に提出する時期
市への

提出頻度

事業者による
セルフモニタリング

実施頻度 ３次
実施

年月日
セルフモニタ
リング結果

評価の
根拠

第３ 1 (2) 財務に関するモニタリ
ング

単年度事業計画書の案

（事業開始年度）
令和９年11月末日まで
（３事業年度目以降）
当該事業年度の前事業
年度の２月末日まで

１回/年

2



【様式Ⅲ－10－１】

③　中期事業報告書提出時

事業報告書に関する事
項

□ 全体事業計画書に対する、５事業年度末までの期間における業務の進捗
状況や課題及びこれらを踏まえた事業期間終了までの長期的な取組の方向
性等について総括的に記載されているか。

□ 当該年度末における累計の進捗状況や事業全体の収支の実績が、全体事
業計画書で予定されていた当該年度の状況と相違した原因の分析を行って
いるか。

3 環境対策に関する事項 □ 本事業の環境対策として、関係法令等を遵守するとともに、環境に配慮
した計画を立案・実施しているか。 中期事業報告書

５事業年度の末日から
３か月以内

１回/５年

第３ 2 (1) 設計及び施工に関する
事項

□ 次の各項目を念頭におきシステムを設計しているか。
Ａ　システム全体として、運転管理の統一性を図る。
Ｂ　自律性を備えた制御機能により、信頼性の高いシステムとする。
Ｃ　高効率な運転制御を行うことにより、省エネルギー化が可能なシステ
ムとする。
Ｄ　ライフサイクルコストを抑えた経済性が高いシステムとする。
Ｅ　監視制御設備の追加、変更に容易に対応できる柔軟性を有するととも
に、機能拡張等に対応可能なシステムとする。

中期事業報告書
５事業年度の末日から
３か月以内

１回/５年

□ システム更新にあたっては、既設機能及び構成を十分に理解、把握し、
現行の機能を満足するとともに、システムの冗長化については不具合等発
生時においても通常運用に影響を及ぼさないなど、現行と同等以上の構成
としているか。

中期事業報告書
５事業年度の末日から
３か月以内

１回/５年

□ システムの構築にあたっては、現行どおり閉域ネットワークで構築かつ
当局施設以外からのアクセスを不可とすることで、セキュリティの安全性
を確保しているか。

中期事業報告書
５事業年度の末日から
３か月以内

１回/５年

□ システム設計にあたっては、各浄水プロセスにおける制御機能につい
て、可能な限り統一を図っているか。 中期事業報告書

５事業年度の末日から
３か月以内

１回/５年

□ 市では、柴島浄水場、庭窪浄水場及び豊野浄水場浄水管理、配水管理、
総合水運用、排水処理、配水情報管理、水質情報管理をそれぞれ分けて運
用しているため、システム構築にあたっては、これら運用状況を踏まえた
適正な施設配置、構成となるよう、台数選定や機器配置を行っているか。 中期事業報告書

５事業年度の末日から
３か月以内

１回/５年

□ 事業者は、本事業で構築する通信ネットワーク網に接続される通信装置
のネットワーク管理（ＩＰアドレス等の管理及び異常監視等）を行ってい
るか。

中期事業報告書
５事業年度の末日から
３か月以内

１回/５年

□ 本事業で構築するシステムについては、あらかじめ設定した許可リスト
に基づくソフトウェアのアクセス制御を実施する等の方法により、セキュ
リティ対策を実施しているか。

中期事業報告書
５事業年度の末日から
３か月以内

１回/５年

□ 浄配水施設の設備更新等に伴うソフトウェア等の改造時においても、遠
隔制御元からの遠隔監視制御を可能としているか。 中期事業報告書

５事業年度の末日から
３か月以内

１回/５年

□ 柴島浄水場、庭窪浄水場の排水処理施設のＰＬＣを含む現場制御盤の更
新にあたっては、ハードウェアで構築する現場制御盤機能とソフトウェア
で構成する入出力機能、連動制御機能を分離した設備構成としているか。
また、監視操作機器の更新にあたっては、現行同様に施設運用状況が把握
できる構成を確保しつつ、運転管理や維持管理上効率的な構成としている
か。なお、ＶＤＴ監視装置を採用する場合は、表示モニタを併設している
か。

中期事業報告書
５事業年度の末日から
３か月以内

１回/５年

□ 施設の信頼性、安全性を確保するために制御電源、計装電源及び監視制
御装置電源として、無停電電源装置を設置しているか。また、無停電電源
設備は耐久性の高い設備とし、設置環境の良好な電気室、制御機器室等に
設置しているか。また、万一の故障が発生した場合においても電源供給を
継続可能とする切替回路を具備しているか。なお、停電補償時間を10分間
としているか。

中期事業報告書
５事業年度の末日から
３か月以内

１回/５年

□ 制御装置、無停電電源設備等の設置にあたっては、設置場所における電
気設備の熱負荷計算を実施し、必要に応じて空気調和設備を設置または更
新しているか。

中期事業報告書
５事業年度の末日から
３か月以内

１回/５年

□ 監視制御機能としては、施設運転に必要な運転故障表示、計測信号及び
中央からの運転・停止、設定値入力、故障・運転管理履歴等の確認ができ
るものとしているか。

中期事業報告書
５事業年度の末日から
３か月以内

１回/５年

□ 監視装置と制御装置は、監視操作と制御の機能を明確に分担するととも
に、各制御装置については他の制御装置と通信不能となった場合において
も独立して機能の実行が可能となっているか。

中期事業報告書
５事業年度の末日から
３か月以内

１回/５年

□ 浄配水施設の監視装置は浄配水施設の運用に必要な台数を設置するもの
とし、市の運用系統ごとに２台以上設置しているか。

中期事業報告書
５事業年度の末日から
３か月以内

１回/５年

□ 各浄水場における水運用計画機能を有する情報処理設備の更新にあたっ
ては、各浄水場への分散設置又は総合水運用センターへの集中設置どちら
も可能とするが、信頼性、経済性を考慮した合理的な配置計画としている
か。

中期事業報告書
５事業年度の末日から
３か月以内

１回/５年

セルフモニタリング確認様式（案）

要求水準書

事業者の確認項目 市に提出する書類 市に提出する時期
市への

提出頻度

事業者による
セルフモニタリング

実施頻度

事業者における確認者 事業者による評価

備考
章 節 細節 項目等 １次 ２次 ３次

実施
年月日

セルフモニタ
リング結果

評価の
根拠

第２ 5 (1)

中期事業報告書
５事業年度の末日から
３か月以内

１回/５年

3



【様式Ⅲ－10－１】

③　中期事業報告書提出時

セルフモニタリング確認様式（案）

要求水準書

事業者の確認項目 市に提出する書類 市に提出する時期
市への

提出頻度

事業者による
セルフモニタリング

実施頻度

事業者における確認者 事業者による評価

備考
章 節 細節 項目等 １次 ２次 ３次

実施
年月日

セルフモニタ
リング結果

評価の
根拠

(1) 設計及び施工に関する
事項

□ 制御装置については、ＣＰＵ及び通信部、電源部等の２重化構成として
いるか。また、制御装置（入出力機能含む）異常時及び保守点検時におい
ても当該制御装置から独立した構成とするバックアップ制御装置の設置等
により、監視操作及び通常の自動制御が継続できるよう構築しているか。
なお、バックアップ対象信号は全数としているか。

中期事業報告書
５事業年度の末日から
３か月以内

１回/５年

□ 制御装置については、本事業における入出力点数の10%を目安として、
実装予備を設けるとともに、将来の拡張性に配慮した構成としているか。 中期事業報告書

５事業年度の末日から
３か月以内

１回/５年

□ 電源喪失時、短時間で復電した場合は、自動起動し監視操作を可能とす
ること。なお、その際は不要な操作出力を出さずに設備が現状維持するよ
う構築しているか。

中期事業報告書
５事業年度の末日から
３か月以内

１回/５年

□ 現在、配水施設を管理している配水管理設備Ⅰ及びⅡは更新に合わせて
システムの統合を図っているか。

中期事業報告書
５事業年度の末日から
３か月以内

１回/５年

□ 配水情報システム及び水質情報システムは、更新に合わせてシステムを
統合しているか。なお、更新後は柴島浄水場と水道局庁舎の２箇所に情報
処理装置を設置するものとし、システムはそれぞれ冗長化を図っている
か。
配水テレメータ発信局と水質テレメータ発信局からの信号はＶＰＮ回線及
び無線回線を経由し、各々の情報処理装置に対して取込んでいるか。

中期事業報告書
５事業年度の末日から
３か月以内

１回/５年

□ 配水情報、水質情報の情報処理端末は水道局庁舎及び水質試験所に各々
４台以上設置しているか。 中期事業報告書

５事業年度の末日から
３か月以内

１回/５年

□ 柴島浄水場浄水管理設備のうち一津屋取水場通信装置の更新にあたって
は、通信回線を現状のアナログ回線（２重化）からＶＰＮ回線（２重化）
へ変更を行うため、通信回線の変更を考慮した設計を行っているか。 中期事業報告書

５事業年度の末日から
３か月以内

１回/５年

□ 総合水運用センターに設置している大画面表示装置については同等以上
の装置へ更新しているか。その他の場所に設置している大画面表示装置及
び水質試験所の表示モニタについては、撤去したうえで新たに表示モニタ
を各々の箇所に設置しているか。また、モニタの詳細の仕様については、
発注者と協議のうえ決定しているか。
撤去に伴う開口部の閉塞及び建屋補修は本事業範囲としているか。

中期事業報告書
５事業年度の末日から
３か月以内

１回/５年

□ ＩＴＶカメラ及びマイクについては、別途開示資料に示す範囲について
現行と同等以上のものへ更新するとともに、ＩＴＶカメラは次の目的を満
たす箇所へ新たに設置しているか。また、詳細の設置場所について発注者
と協議し決定しているか。

中期事業報告書
５事業年度の末日から
３か月以内

１回/５年

（2） 施工に関する要求水準 □ 監視制御設備は、機能停止できない重要な設備であるため、施工にあ
たっては事前に現場調査を十分に行い、浄配水施設運用等に支障を与えな
いよう十分に施工手順を検討しているか。

中期事業報告書
５事業年度の末日から
３か月以内

１回/５年

□ 施工段階において、事故及び故障が発生した場合に、６時間以内に必要
な技術者の参集、部品の調達、その他復旧に必要な措置ができる緊急時管
理体制を確立しているか。

中期事業報告書
５事業年度の末日から
３か月以内

１回/５年

□ 本事業で必要なケーブル（新設機器間及び現場設備からの信号入出力用
等）、ケーブル配管、ケーブル敷設部材、支持材、配線ピット、盤の基
礎、監視操作デスク等を本事業範囲としているか。
なお、現場設備からの信号入出力用ケーブルについては、事業期間中の安
定運用に必要なものとして、各事業対象設備の維持管理期間終了までに当
局更新基準（経過年数25年）を超過するものを更新としているか。それ以
外のものを流用とした場合に、既設流用したケーブルについて異常が発生
した場合には、速やかに事業者の負担で取替え等の復旧対応を行うことと
しているか。また、本事業にて不要となる既設機器、ケーブル、ケーブル
配管、ケーブル敷設部材、支持材、盤の基礎、監視操作デスク等の撤去も
本事業に含むものとし、撤去品の処分も本事業範囲としているか。

中期事業報告書
５事業年度の末日から
３か月以内

１回/５年

□ ＶＤＴ監視装置、制御装置等の設置場所については、発注者と十分に協
議のうえ、浄配水施設の運転管理、維持管理等に影響を生じない場所へ設
置しているか。

中期事業報告書
５事業年度の末日から
３か月以内

１回/５年

□ 機器の設置及び配管工事等の施工にあたって必要となる建築物への影響
については十分に確認を行い、補強等が必要な場合は本事業範囲としてい
るか。

中期事業報告書
５事業年度の末日から
３か月以内

１回/５年

□ 柴島浄水管理、庭窪監視制御、豊野浄水管理、配水管理の各々の切替に
あたっては、浄配水運用の観点から基本的には輻輳しないよう実施してい
るか。（設備切り替えの準備として実施する配線工事や機器設置等、市と
協議のうえ認めた範囲の作業は除く。）

中期事業報告書
５事業年度の末日から
３か月以内

１回/５年

□ 運転管理は市が行うことから、システム切替にあたり必要となる研修を
都度実施しているか。

中期事業報告書
５事業年度の末日から
３か月以内

１回/５年

（3） 新たに構築する機能に
関する要求水準

□ 災害対策機能の強化として、総合水運用センターに構築されているシス
テムと同等の機能を新たに市が指定する他の場所に構築しているか。 中期事業報告書

５事業年度の末日から
３か月以内

１回/５年

□ バックアップセンターは、総合水運用センターと同等の機能を構築する
ものとし、同機能を構築するために必要な制御機器等を設置しているか。
また、制御機器設置スペースには機器の発熱量に応じた空気調和設備を新
設しているか。

中期事業報告書
５事業年度の末日から
３か月以内

１回/５年

4
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③　中期事業報告書提出時

セルフモニタリング確認様式（案）

要求水準書

事業者の確認項目 市に提出する書類 市に提出する時期
市への

提出頻度

事業者による
セルフモニタリング

実施頻度

事業者における確認者 事業者による評価

備考
章 節 細節 項目等 １次 ２次 ３次

実施
年月日

セルフモニタ
リング結果

評価の
根拠

（3） 新たに構築する機能に
関する要求水準

□ 構築する主な機能は次のとおりとなっているか。
Ａ　配水管理設備Ⅰ
Ｂ　配水管理設備Ⅱ
Ｃ　柴島浄水場の遠隔監視制御（遠隔制御元：バックアップセンター）
Ｄ　庭窪浄水場の遠隔監視制御（遠隔制御元：バックアップセンター）
Ｅ　豊野浄水場の遠隔監視制御（遠隔制御元：バックアップセンター）
Ｆ　総合水運用システムの遠隔監視制御（遠隔制御元：バックアップセン
ター）
なお、Ａ、Ｂについては、総合水運用センターのシステムと同等の機能を
構築し、Ｃ～Ｆについては、監視制御機能を構築しているか。

中期事業報告書
５事業年度の末日から
３か月以内

１回/５年

□ 監視機能の追加
　　　本事業の更新対象設備の遠隔監視を行える監視端末を追加設置して
いるか。
　　　なお、設置場所及び設置台数は次のとおりとなっているか。
（ア）総合水運用センター　１台以上
（イ）水道局庁舎　２台以上
（ウ）柴島浄水場（水質試験所を含む）　３台以上
（エ）庭窪浄水場　２台以上
（オ）豊野浄水場　２台以上
（カ）バックアップセンター　１台以上

中期事業報告書
５事業年度の末日から
３か月以内

１回/５年

□ 代替通信手段の確保（無線通信の導入）
配水テレメータ発信局と水質テレメータ発信局の通信回線について、現状
の有線回線に加えて、本事業に合わせて無線通信を導入するため、本事業
のシステムで無線通信による発信局からの信号取込みが可能となっている
か。

中期事業報告書
５事業年度の末日から
３か月以内

１回/５年

□ 本事業で設置する監視制御システムについて、新技術等に対して、汎用
インターフェースにより状態信号、計測信号、故障信号、履歴情報等を出
力できる機能を構築しているか。

中期事業報告書
５事業年度の末日から
３か月以内

１回/５年

（4） 性能確認に関する要求
水準

□ 事業者は、要求水準の項目及び内容に応じて、確認の時期（実施設計段
階及び施工段階等）、確認を行う者（設計者、施工者等）、確認の方法
（図面、施工内容等）を記載した「要求水準確認計画書」を作成し、実施
設計着手時と施工着手時、その他必要な時期に市に提出し、確認を受けて
いるか。

中期事業報告書
５事業年度の末日から
３か月以内

１回/５年

□ 事業者は、要求水準確認計画書に沿って、設計及び施工における要求水
準等への適合に関する実施状況を反映させた、「要求水準確認報告書」を
作成し、市に確認を受けているか。

中期事業報告書
５事業年度の末日から
３か月以内

１回/５年

□ 性能試験の実施に際しては、本事業にて更新改良及び新設した設備の性
能が、要求水準に記載する能力に適合することを、試験データ等をもとに
市に対して説明を行い、確認を受けているか。
試運転及び性能試験に伴い発生する費用は事業者の負担としているか。

中期事業報告書
５事業年度の末日から
３か月以内

１回/５年

第４ 4 維持管理に関する事項 □ 事業者は各々の設備の施工完了後から15年間の維持管理期間中、設置し
た各設備について、能力を維持するよう、保守点検を実施し、必要に応じ
て修繕や取替等を行う。特に電気設備については、大阪市水道局自家用電
気工作物保安規程に基づく保守管理を行うとともに、システムの保守点検
等にあたっては、セキュリティを十分確保しているか。
各設備における維持管理期間終了時の引渡しに際しては、対象となる全て
の施設が通常の施設運営を行うことができる機能を有し、著しい損傷及び
劣化が少ない状態としているか。

中期事業報告書
５事業年度の末日から
３か月以内

１回/５年

□ 本事業の達成見込みや財務状況の見通しは、各事業計画上の収支と実績
の差異について分析が行えているか。

□ 収支に差異が生じている場合、それを踏まえた事業の見通し評価や改善
策の検討を行い、反映できているか。

モニタリング基本計画（案）

事業者の確認項目 市に提出する書類 市に提出する時期
市への

提出頻度章 節 細節 項目等 １次

事業者による
セルフモニタリング

実施頻度

事業者における確認者 事業者による評価

備考

第３ 1 (2) 財務に関するモニタリ
ング

中期事業報告書

２次 ３次
実施

年月日
セルフモニタ
リング結果

評価の
根拠

５事業年度の末日から
３か月以内

１回/５年
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【様式Ⅲ－10－１】

④　単年度事業報告書提出時

第２ 5 (2) 事業報告書に関する事
項

□ 単年度事業報告書は、事業計画書に対する履行状況等を正確に記載して
いるか。
□ 当該年度末における累計の進捗状況や事業全体の収支の実績が、全体事
業計画書で予定されていた当該年度の状況と相違している場合は原因分析
を行い、これを踏まえて当該報告書の提出日以降の短期的な取り組み等の
方向性について記載しているか。

第３
第４

2
4

(1)
－

情報セキュリティ対策
に関する事項

□ 本事業の情報セキュリティ対策として、関係法令等を遵守しているか。
単年度事業報告書

各事業年度の末日から
３か月以内

１回/年

第１ 4 － 共通仕様書に基づく業
務履行

□　適切な施工をするとともに、検査等も適切に行っているか。

単年度事業報告書
各事業年度の末日から
３か月以内

１回/年

□ 本事業の達成見込みや財務状況の見通しは、各事業計画上の収支と実績
の差異について分析が行えているか。

□ 収支に差異が生じている場合、それを踏まえた事業の見通し評価や改善
策の検討を行い、反映できているか。

セルフモニタリング確認様式（案）

要求水準書

事業者の確認項目 市に提出する書類 市に提出する時期
市への

提出頻度

事業者による
セルフモニタリング

実施頻度

事業者における確認者 事業者による評価

備考
章 節 細節 項目等 １次

各事業年度の末日から
３か月以内

１回/年

２次 ３次
実施

年月日
セルフモニタ
リング結果

評価の
根拠

モニタリング基本計画（案）

事業者の確認項目 市に提出する書類 市に提出する時期
市への

提出頻度

単年度事業報告書

章 節 細節 項目等 １次 ２次 ３次
実施

年月日
セルフモニタ
リング結果

評価の
根拠

事業者による
セルフモニタリング

実施頻度

事業者における確認者 事業者による評価

備考

第３ 1 (2) 財務に関するモニタリ
ング

単年度事業報告書
各事業年度の末日から
３か月以内

１回/年

6



【様式Ⅲ－10－１】

⑤　月次業務報告書提出時

第２ 5 (2) 事業報告書に関する事
項

□ 月次業務報告書は、単年度事業計画書に対する進捗状況等を正確に記載
しているか。 月次業務報告書

各月の末日から
第10営業日以内

１回/月

セルフモニタリング確認様式（案）

要求水準書

事業者の確認項目 市に提出する書類 市に提出する時期
市への

提出頻度

事業者による
セルフモニタリング

実施頻度

事業者における確認者 事業者による評価

備考評価の
根拠

章 節 細節 項目等 １次 ２次 ３次
実施

年月日
セルフモニタ
リング結果
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